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研究成果の概要（和文）：本研究では、花園天皇（1297-1348）と光厳天皇（1313-64）を中心とする北朝初期の
文芸を取りあげ、そこに込められた治世観を検討した。はじめに、研究の基礎作業として、北朝の文芸・学問に
関する資料を収集・分析した。
次に、花園天皇の作品を注釈・読解し、治世観を分析した。主な研究成果としては、「誡太子書」の詳細な注釈
を発表し、そこにこめられた治世観が花園天皇の自意識と密接に関わることを指摘した。さらに、光厳天皇の作
品を注釈・読解し、治世観を分析した。主な研究成果としては、『風雅和歌集』『光厳院御集』などに収録され
た光厳天皇の和歌に、治者としての自己を謙遜する態度が見られることを指摘した。

研究成果の概要（英文）：In this research, I picked up literature in early Hokucho centered on 
Emperor Hanazono (1297-1348) and Emperor Kogon (1313-64) and analyzed the view of the reign. First, 
as basic research work, I gathered and analyzed materials on literary and academic subjects in 
Hokucho.
Next, I annotated the works of Emperor Hanazono and analyzed the view of his reign. I made 
annotation of Kaitaishisho and I pointed out that the view of the reign in this work is closely 
related to his own consciousness. Thirdly, I annotated the works of Emperor Kogon and analyzed the 
view of his reign. I pointed out that Emperor Kogon was depriving himself in his waka despite being 
an emperor.

研究分野： 国文学

キーワード： 和歌
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１． 研究開始当初の背景 
 
北朝における文学と政治の交渉について

は、井上宗雄、岩佐美代子をはじめとして
様々な先行研究がある。しかし、多くの場合、
それらは史料による歴史的・伝記的事実の追
求ではあっても、文学作品そのものの研究と
は言いがたかった。また、時代的には鎌倉期
が中心で、建武の新政前後、特に花園天皇・
光厳天皇の二代については手薄な状態が続
いてきた。 
たとえば、この時期、花園天皇は帝王とし

ての心構えを説いた「誡太子書」（漢文）を
残している。また、花園の膝下に成長した
甥・光厳天皇は、家集『光厳院御集』に天皇
としての使命感を詠っている。しかし、こう
した作品については、従来、十分な注釈・分
析が行われてきたとは言い難く、研究はなお
発展途上にある。 
本研究は、いまだ本格的な考察の及んでい

ない花園・光厳二代の文芸を通観し、作品を
精密に読み解いた上で、そこに込められた治
世観を表現レベルで解明しようとしたもの
である。 
 
 
２．研究の目的 

 
本研究では、花園天皇（1297-1348）と光

厳天皇（1313-64）を中心とする北朝初期（建
武の新政前後）の文芸を取りあげ、そこに込
められた治世観を分析した。花園・光厳二代
の文芸は、従来かならずしも注目されてこな
かったが、和歌・連歌・漢詩文などの分野に
わたって多くの作品を残しており、そこには
為政者としての意識を色濃く反映した表現
が散見する。 
たとえば、この時期の文学作品としては、

まず花園・光厳の編纂した勅撰和歌集『風雅
和歌集』があり、治世と和歌の関係を読み解
く上で好個の材料を提供する。また、家集『光
厳院御集』にも治世観を反映した和歌は多い。
漢文著作ではあるが、花園が光厳のために帝
王の心構えを説いた「誡太子書」も注目すべ
き文献である。さらに、連歌集『菟玖波集』
にも花園・光厳の作品が収められており、治
世観との関わりが注意される。 
本研究では、以上のような作品を対象とし、

その表現レベルにおいて、治世意識がいかに
反映されているか、研究を進める。 
 
これまで中世文学は「隠者の文学」「閑居

の文学」とされ、高踏的な美意識や無常観の
みが強調されてきた。本研究を通して、当時
の人々がいかに現実と向きあい、文学的表現
へと昇華したかが解明されれば、中世文学の
新たな一面が提示されることになろう。 
また、従来、文壇史の研究は伝記的事実の

解明に力を注ぎ、作品における表現研究とは
おおむね没交渉であった。「治世観」という

枠組みによって、実際の行動と、背後にある
思考、そしてその文学表現を複合的・多角的
にとらえることが可能になる。 
さらに、北朝（京極派）の文芸については、

個別の作品研究や注釈がなお手薄で、先行研
究を無批判に踏襲した例が少なくない。精密
な注解を試みることで、先学の研究成果を再
検討・修正することが可能になる。 
 
 
３． 研究の方法 
 
本研究では、主に花園天皇・光厳天皇の二

代にわたって、北朝宮廷で作られた文芸を分
析し、作者の治世観がいかに表現されている
か、調査する。研究計画の進め方は以下の三
点を中心とした。 
花園天皇・光厳天皇の治世観を検討するた

めの基礎的調査として、北朝の文芸・学問に
関する資料を収集・分析し、データベースを
作成した。 
花園天皇の作品を注釈・読解し、治世観を

分析した。主な対象としたのは、『風雅和歌
集』その他の和歌、漢文著述「誡太子書」な
どである。 
光厳天皇の作品を注釈・読解し、治世観を

分析した。主な対象としたのは、『風雅和歌
集』その他の和歌、家集『光厳院御集』など
である。 
研究にあたっては、あくまで実証的な資料

調査・読解に立脚し、訓詁注釈を重んじて作
品を分析することを旨とした。 
 
 
４．研究成果 
 
 花園天皇「誡太子書」は中世史上の重要史
料とされながら、本格的な注釈は思いのほか
乏しく、訓詁や字句の出典に関して再考すべ
き事柄も少なくない。そこで本研究では、ま
ず詳細な「誡太子書」の注釈を作成した。 
 
 その結果、「誡太子書」は光厳天皇に対す
る訓戒の書であると同時に、花園天皇の自己
表現として、きわめて興味深い作品であるこ
とが分かった。 
すなわち、つとに坂本太郎氏は論文「帝範

と日本」のなかで、太子に書を与えて教戒す
る「誡太子書」の形式が『帝範』にならった
ものである可能性を示唆しておられる。『帝
範』は唐太宗が帝王のあるべき姿を論じて、
太子李治（後の高宗）に示した著作。すでに
平安期には舶載され、『花園院宸記』にも読
書の記録が残る。「誡太子書」を仔細に検討
してみると、たしかに『帝範』に基づく表現
が散見し、撰述の際に参照された可能性は高
い。 
 しかし「誡太子書」の成立に深く関わった
漢籍としては、もうひとつ『尚書』無逸を挙
げることができる。従来、特段の指摘はない



ようであるが、二書を比較すると、①「稼穡
の艱難を知らず、小人の労を聞かず」という
無逸の文章が引用される、②帝王としての徳
が在位期間の長短を左右する、という発想が
見られる、③上智や下愚の性を改めることは
できないが、それ以外の多くは学問によって
徳を高めることができるのだから、怠っては
ならないと説く、等の共通点がある。 
 無逸は周公が甥である成王を誡めてつく
った文とされている。周公は帝位に即くこと
なく、兄武王やその子成王を補佐した。同じ
ように花園院は治天の君とならず、兄後伏見
院やその子量仁親王を補佐すべき立場にあ
った。特に父伏見院の遺詔によって子孫の即
位を禁じられ、量仁親王の教育を兄に代わっ
て付託されたことは大きな意味を持つ。院は
みずからを周公に擬し、無逸になぞらえて
「誡太子書」をつくったのではないか。 
 
また『風雅和歌集』『光厳院御集』「院六首

歌合」などに収録された光厳天皇の和歌を分
析することで、以下の事柄が明らかになった。 
「世もくもり人の心も濁れるは我が源の

澄まぬなるべし」（「院六首歌合」）は『荀子』
君道篇そのほかに見える「君なる者は民の原
(みなもと)なり。原清ければ則ち流清く、原
濁れば則ち流濁る」を踏まえ、君主たる「我」
が濁っているために世が乱れるのだ、とうた
うものである。 
 「寒からし民の藁屋を思ふには衾のなか

の我も恥づかし」（『風雅集』、『光厳院御集』）
は、醍醐天皇が寒夜、衣を脱いで民の苦しみ
を思いやったという故事（『大鏡』ほか）を
踏まえ、そのように振るまえないみずらを恥
じるという歌である。民の寒さに同情すると
いう発想には、あわせて白居易「酔後狂言し
て蕭殷二協律に酬贈す」詩からの影響も考え
ることができよう。 
 「舟もなく筏も見えぬ大川に我渡りえぬ

道ぞ苦しき」（『光厳院御集』）は、殷の高宗
が傅説に与えた「若し巨川を済(わた)らば汝
を用て舟楫と作ん」（『尚書』説命）という言
葉を本説として、不徳のゆえに政を補佐する
家臣すらいないと嘆く歌である。なお、説命
の句は古来きわめて有名なものであるが、
『太平記』巻二十三にはこれを引いて足利直
義の病悩平癒を祈った光厳院の願文が収め
られており、注意される。 
以上三首の歌には共通して「我」のすがた

が描かれている。『光厳院御集』の「ともし
び」連作にあらわれる「我」と比較すると、
一方は治世の苦しみ、他方は閑居の安らぎを
うたって対照的な自画像と言えるが、見方を
変えてみると、どちらも実際の光厳院その人
をありのままに描いたものではなく、治世の
歌、閑居の歌にふさわしい人物像を踏まえて
おり、仮構された「我」の肖像とでもいうべ
き性質を持つことが分かる。 
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